
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球を用いて遊技が行われ、表示状態が変化可能な可変表示部が設けられ、前記可変
表示部の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となったことにより所定の遊技
価値を遊技者に与える遊技機であって、
　前記可変表示部の表示結果が前記特定の表示態様となったことにより開放する大入賞口
と、
　遊技球の入賞により前記可変表示部における図柄変動を開始させるための始動入賞口と
、
　遊技球の入賞により賞球を払い出すための入賞口と、
　前記大入賞口への遊技球の入賞を検出するカウントスイッチと、
　前記始動入賞口への遊技球の入賞を検出する始動口スイッチと、
　前記入賞口への遊技球の入賞を検出する入賞口スイッチと、
　前記カウントスイッチ、前記始動口スイッチおよび前記入賞口スイッチが入賞を検出す
ると、賞球の払出個数を指示する払出個数指示コマンドを出力する遊技制御用マイクロコ
ンピュータを搭載した遊技制御基板と、
　賞球を払い出す玉払出装置と、
　前記払出個数指示コマンドに応じて前記玉払出装置を駆動する賞球制御用マイクロコン
ピュータを搭載した賞球制御基板と、
　前記遊技制御用マイクロコンピュータからのコマンドにもとづいて前記可変表示部の表
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示制御を行う表示制御用マイクロコンピュータを搭載した表示制御基板と、
　 に供給される電
圧よりも高い所定電位電源を監視し、前記所定電位電源の電圧低下を検出する電源監視回
路とを備え、
　前記電源監視回路の検出出力は、前記賞球制御用マイクロコンピュータに入力され、
　前記賞球制御用マイクロコンピュータは、
　前記払出個数指示コマンドによって指示される払出個数の総数が記憶されるとともに、
遊技機に対する電源が断しても内容が保存されるバックアップＲＡＭ領域を含み、
　前記バックアップＲＡＭ領域が記憶する払出個数の総数の値に前記払出個数指示コマン
ドによって指示された払出個数を加算し、前記玉払出装置を駆動して１個の払出が完了す
る度に前記バックアップＲＡＭ領域が記憶する払出個数の総数の値を１減算し、
　前記電源監視回路からの検出出力が入力されたことにより、ＲＡＭアクセス禁止状態に
設定し、
　前記遊技制御基板に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータは、
　前記可変表示部における図柄変動を開始させるときに、図柄の変動時間を示す情報を含
む変動開始コマンドを出力し、さらに表示結果を示す表示結果指定コマンドを出力し、前
記可変表示部における図柄変動を確定させるときに、変動停止コマンドを出力する
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者の操作に応じて遊技が行われるパチンコ遊技機やコイン遊技機等の遊
技機に関し、特に、遊技盤における遊技領域において遊技者の操作に応じて遊技が行われ
る遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球が遊技者
に払い出されるものがある。さらに、表示状態が変化可能な可変表示部が設けられ、可変
表示部の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合に所定の遊技価値
を遊技者に与えるように構成されたものがある。
【０００３】
　特別図柄を表示する可変表示部の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様の組
合せとなることを、通常、「大当り」という。なお、遊技価値とは、遊技機の遊技領域に
設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になる
ことや、遊技者にとって有利な状態となるための権利を発生させたりすることである。
【０００４】
　大当りが発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り
遊技状態に移行する。そして、各開放期間において、所定個（例えば１０個）の大入賞口
への入賞があると大入賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例え
ば１６ラウンド）に固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば２９．５秒
）が決められ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する
。また、大入賞口が閉成した時点で所定の条件（例えば、大入賞口内に設けられているＶ
ゾーンへの入賞）が成立していない場合には、大当り遊技状態は終了する。
【０００５】
　また、「大当り」の組合せ以外の表示態様の組合せのうち、複数の可変表示部の表示結
果のうちの一部が未だに導出表示されていない段階において、既に表示結果が導出表示さ
れている可変表示部の表示態様が特定の表示態様の組合せとなる表示条件を満たしている
状態を「リーチ」という。そして、可変表示部に可変表示される識別情報の表示結果が「
リーチ」となる条件を満たさない場合には「はずれ」となり、可変表示状態は終了する。
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遊技者は、大当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。
【０００６】
　そして、遊技球が遊技盤に設けられている入賞口に遊技球が入賞すると、あらかじめ決
められている個数の賞球払出が行われる。遊技の進行は主基板に搭載された遊技制御手段
によって制御されるので、入賞にもとづく賞球個数は、遊技制御手段によって決定され、
賞球制御基板に送信される。なお、以下、遊技制御手段およびその他の制御手段を、それ
ぞれ遊技装置制御手段と呼ぶことがある。
【０００７】
　なお、従来の遊技機について記載した先行技術文献として、例えば、特許文献１が挙げ
られる。また、分割出願である本出願の出願日（すなわち、いわゆる親出願の出願日であ
る平成１１年１０月４日）の後に公開された文献として、例えば、特許３３５４５３４号
明細書が挙げられる。
【特許文献１】実公平６－１７４５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のように、遊技機には、遊技制御手段を初めとする種々の遊技装置制御手段が搭載
されている。一般に、各遊技装置制御手段はマイクロコンピュータで構成される。すなわ
ち、ＲＯＭ等にプログラムが格納され、制御上一時的に発生するデータや制御進行に伴っ
て変化するデータがＲＡＭに格納される。すると、遊技機に停電等による電源断状態が発
生すると、ＲＡＭ内のデータは失われてしまう。よって、停電等からの復旧時には、最初
の状態（例えば、遊技店においてその日最初に遊技機に電源投入されたときの状態）に戻
さざるを得ないので、遊技者に不利益がもたらされる可能性がある。例えば、大当たり遊
技中において電源断が発生し遊技機が最初の状態に戻ってしまうのでは、遊技者は大当た
りの発生にもとづく利益を享受することができなくなってしまう。
【０００９】
　そのような事態を回避するには、停電等の不測の電源断が生じたときに、必要なデータ
を電源バックアップＲＡＭに保存し、電源が復旧したときに保存されていたデータを復元
して遊技を再開させればよい。しかし、電源断が生じたときに電源バックアップＲＡＭに
保存されるデータに誤りが生ずると、電源が復旧したときに誤った状態復元処理がなされ
てしまう。例えば、電源復旧時に、電源断時の遊技状態とは異なる遊技状態に設定されて
しまったり、本来の賞球個数とは異なる賞球個数にもとづく賞球払出再開が行われたりし
てしまう。そのような場合には、遊技者に不測の不利益が与えられてしまう。
【００１０】
　そこで、本発明は、電源投入時に電源バックアップされている内容にもとづいて遊技状
態を復帰させる遊技状態復帰制御を行うことが可能である遊技機において、電源断時に確
実なデータ保存を行うことができ、遊技者に不利益がもたらされることを防止することが
できる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による遊技機は、遊技球を用いて遊技が行われ、表示状態が変化可能な可変表示
部（例えば、可変表示部９）が設けられ、可変表示部の表示結果があらかじめ定められた
特定の表示態様（例えば、大当たり図柄）となったことにより所定の遊技価値（例えば、
遊技球の払い出し）を遊技者に与える遊技機であって、可変表示部の表示結果が特定の表
示態様となったことにより開放する大入賞口（例えば、開閉板２０により開閉される大入
賞口）と、遊技球の入賞により可変表示部における図柄変動を開始させるための始動入賞
口（例えば、始動入賞口１４）と、遊技球の入賞により賞球を払い出すための入賞口（例
えば、始動口１９，２４）と、大入賞口への遊技球の入賞を検出するカウントスイッチ（
例えば、カウントスイッチ２３）と、始動入賞口への遊技球の入賞を検出する始動口スイ
ッチ（例えば、始動口スイッチ１７）と、入賞口への遊技球の入賞を検出する入賞口スイ
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ッチ（例えば、入賞口スイッチ１９ａ，２４ａ）と、カウントスイッチ、始動口スイッチ
および入賞口スイッチが入賞を検出すると、賞球の払出個数を指示する払出個数指示コマ
ンドを出力する遊技制御用マイクロコンピュータ（例えば、ＣＰＵ５６）を搭載した遊技
制御基板（例えば、主基板５３）と、賞球を払い出す玉払出装置（例えば、玉払出装置９
７）と、払出個数指示コマンドに応じて玉払出装置を駆動する賞球制御用マイクロコンピ
ュータ（例えば、賞球制御用ＣＰＵ３７１）を搭載した賞球制御基板（例えば、賞球制御
基板３７）と、遊技制御用マイクロコンピュータからのコマンドにもとづいて可変表示部
の表示制御を行う表示制御用マイクロコンピュータを搭載した表示制御基板（例えば、表
示制御基板８０）と、 に供給さ
れる電圧（例えば、＋１２Ｖ）よりも高い所定電位電源（例えば、＋３０Ｖ電源電圧）を
監視し、所定電位電源の電圧低下を検出する電源監視回路（例えば、電源監視用ＩＣ９０
２）とを備え、電源監視回路の検出出力は、賞球制御用マイクロコンピュータに入力され
、賞球制御用マイクロコンピュータは、払出個数指示コマンドによって指示される払出個
数の総数が記憶されるとともに、遊技機に対する電源が断しても内容が保存されるバック
アップＲＡＭ領域（例えば、図２６に示すバックアップＲＡＭ領域）を含み、バックアッ
プＲＡＭ領域が記憶する払出個数の総数の値に払出個数指示コマンドによって指示された
払出個数を加算し、玉払出装置を駆動して１個の払出が完了する度にバックアップＲＡＭ
領域が記憶する払出個数の総数の値を１減算し、電源監視回路からの検出出力が入力され
たことにより、ＲＡＭアクセス禁止状態に設定し、遊技制御基板に搭載された遊技制御用
マイクロコンピュータは、可変表示部における図柄変動を開始させるときに、図柄の変動
時間を示す情報を含む変動開始コマンドを出力し、さらに表示結果を示す表示結果指定コ
マンドを出力し、可変表示部における図柄変動を確定させるときに、変動停止コマンドを
出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１記載の発明では、 することができる。また
、電源断時に確実なデータ保存を行うことができ、遊技者に不利益がもたらされることを
防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。
　まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機の全体の構成について説明する。図１はパチ
ンコ遊技機１を正面からみた正面図、図２はパチンコ遊技機１の内部構造を示す全体背面
図、図３はパチンコ遊技機１の遊技盤を背面からみた背面図である。なお、ここでは、遊
技機の一例としてパチンコ遊技機を示すが、本発明はパチンコ遊技機に限られず、例えば
コイン遊技機等であってもよい。また、画像式の遊技機やスロット機に適用することもで
きる。
【００２０】
　図１に示すように、パチンコ遊技機１は、額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。
ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿３がある。打球供給皿３の下部には、打球供給皿
３からあふれた景品玉を貯留する余剰玉受皿４と打球を発射する打球操作ハンドル（操作
ノブ）５が設けられている。ガラス扉枠２の後方には、遊技盤６が着脱可能に取り付けら
れている。また、遊技盤６の前面には遊技領域７が設けられている。
【００２１】
　遊技領域７の中央付近には、複数種類の図柄を可変表示するための可変表示部９と７セ
グメントＬＥＤによる可変表示器１０とを含む可変表示装置８が設けられている。この実
施の形態では、可変表示部９には、「左」、「中」、「右」の３つの図柄表示エリアがあ
る。可変表示装置８の側部には、打球を導く通過ゲート１１が設けられている。通過ゲー
ト１１を通過した打球は、玉出口１３を経て始動入賞口１４の方に導かれる。通過ゲート
１１と玉出口１３との間の通路には、通過ゲート１１を通過した打球を検出するゲートス
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イッチ１２がある。また、始動入賞口１４に入った入賞球は、遊技盤６の背面に導かれ、
始動口スイッチ１７によって検出される。また、始動入賞口１４の下部には開閉動作を行
う可変入賞球装置１５が設けられている。可変入賞球装置１５は、ソレノイド１６によっ
て開状態とされる。
【００２２】
　可変入賞球装置１５の下部には、特定遊技状態（大当り状態）においてソレノイド２１
によって開状態とされる開閉板２０が設けられている。この実施の形態では、開閉板２０
が大入賞口を開閉する手段となる。開閉板２０から遊技盤６の背面に導かれた入賞球のう
ち一方（Ｖゾーン）に入った入賞球はＶカウントスイッチ２２で検出される。また、開閉
板２０からの入賞球はカウントスイッチ２３で検出される。可変表示装置８の下部には、
始動入賞口１４に入った入賞球数を表示する４個の表示部を有する始動入賞記憶表示器１
８が設けられている。この例では、４個を上限として、始動入賞がある毎に、始動入賞記
憶表示器１８は点灯している表示部を１つずつ増やす。そして、可変表示部９の可変表示
が開始される毎に、点灯している表示部を１つ減らす。
【００２３】
　遊技盤６には、複数の入賞口１９，２４が設けられ、遊技球の入賞口１９，２４への入
賞は入賞口スイッチ１９ａ，２４ａによって検出される。遊技領域７の左右周辺には、遊
技中に点滅表示される装飾ランプ２５が設けられ、下部には、入賞しなかった打球を吸収
するアウト口２６がある。また、遊技領域７の外側の左右上部には、効果音を発する２つ
のスピーカ２７が設けられている。遊技領域７の外周には、遊技効果ＬＥＤ２８ａおよび
遊技効果ランプ２８ｂ，２８ｃが設けられている。
【００２４】
　そして、この例では、一方のスピーカ２７の近傍に、景品玉払出時に点灯する賞球ラン
プ５１が設けられ、他方のスピーカ２７の近傍に、補給玉が切れたときに点灯する球切れ
ランプ５２が設けられている。さらに、図１には、パチンコ遊技台１に隣接して設置され
、プリペイドカードが挿入されることによって玉貸しを可能にするカードユニット５０も
示されている。
【００２５】
　カードユニット５０には、使用可能状態であるか否かを示す使用可表示ランプ１５１、
カード内に記録された残額情報に端数（１００円未満の数）が存在する場合にその端数を
打球供給皿３の近傍に設けられる度数表示ＬＥＤに表示させるための端数表示スイッチ１
５２、カードユニット５０がいずれの側のパチンコ遊技機１に対応しているのかを示す連
結台方向表示器１５３、カードユニット５０内にカードが投入されていることを示すカー
ド投入表示ランプ１５４、記録媒体としてのカードが挿入されるカード挿入口１５５、お
よびカード挿入口１５５の裏面に設けられているカードリーダライタの機構を点検する場
合にカードユニット５０を解放するためのカードユニット錠１５６が設けられている。
【００２６】
　打球発射装置から発射された打球は、打球レールを通って遊技領域７に入り、その後、
遊技領域７を下りてくる。打球が通過ゲート１１を通ってゲートスイッチ１２で検出され
ると、可変表示器１０の表示数字が連続的に変化する状態になる。また、打球が始動入賞
口１４に入り始動口スイッチ１７で検出されると、図柄の変動を開始できる状態であれば
、可変表示部９内の図柄が回転を始める。図柄の変動を開始できる状態でなければ、始動
入賞記憶を１増やす。
【００２７】
　可変表示部９内の画像の回転は、一定時間が経過したときに停止する。停止時の画像の
組み合わせが大当り図柄の組み合わせであると、大当り遊技状態に移行する。すなわち、
開閉板２０が、一定時間経過するまで、または、所定個数（例えば１０個）の打球が入賞
するまで開放する。そして、開閉板２０の開放中に打球が特定入賞領域に入賞しＶカウン
トスイッチ２２で検出されると、継続権が発生し開閉板２０の開放が再度行われる。継続
権の発生は、所定回数（例えば１５ラウンド）許容される。
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【００２８】
　停止時の可変表示部９内の画像の組み合わせが確率変動を伴う大当り図柄の組み合わせ
である場合には、次に大当りとなる確率が高くなる。すなわち、高確率状態という遊技者
にとってさらに有利な状態となる。また、可変表示器１０における停止図柄が所定の図柄
（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置１５が所定時間だけ開状態になる。さらに、
高確率状態では、可変表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率が高められると
ともに、可変入賞球装置１５の開放時間と開放回数が高められる。
【００２９】
　次に、パチンコ遊技機１の裏面の構造について図２を参照して説明する。
　可変表示装置８の背面では、図２に示すように、機構板３６の上部に景品玉タンク３８
が設けられ、パチンコ遊技機１が遊技機設置島に設置された状態でその上方から景品玉が
景品玉タンク３８に供給される。景品玉タンク３８内の景品玉は、誘導樋３９を通って玉
払出装置に至る。
【００３０】
　機構板３６には、中継基板３０を介して可変表示部９を制御する可変表示制御ユニット
２９、基板ケース３２に覆われ遊技制御用マイクロコンピュータ等が搭載された遊技制御
基板（主基板）３１、可変表示制御ユニット２９と遊技制御基板３１との間の信号を中継
するための中継基板３３、および景品玉の払出制御を行う賞球制御用マイクロコンピュー
タ等が搭載された賞球制御基板３７が設置されている。さらに、機構板３６の下部には、
モータの回転力を利用して打球を遊技領域７に発射する打球発射装置３４と、遊技効果ラ
ンプ・ＬＥＤ２８ａ，２８ｂ，２８ｃ、賞球ランプ５１および球切れランプ５２に信号を
送るためのランプ制御基板３５が設置されている。
【００３１】
　また、図３はパチンコ遊技機１の遊技盤を背面からみた背面図である。誘導樋３９を通
った玉は、図３に示されるように、球切れ検出器１８７ａ，１８７ｂを通過して玉供給樋
１８６ａ，１８６ｂを経て玉払出装置９７に至る。玉払出装置９７から払い出された景品
玉は、連絡口４５を通ってパチンコ遊技機１の前面に設けられている打球供給皿３に供給
される。連絡口４５の側方には、パチンコ遊技機１の前面に設けられている余剰玉受皿４
に連通する余剰玉通路４６が形成されている。入賞にもとづく景品玉が多数払い出されて
打球供給皿３が満杯になり、ついには景品玉が連絡口４５に到達した後さらに景品玉が払
い出されると景品玉は、余剰玉通路４６を経て余剰玉受皿４に導かれる。さらに景品玉が
払い出されると、感知レバー４７が満タンスイッチ４８を押圧して満タンスイッチ４８が
オンする。その状態では、玉払出装置９７内のステッピングモータの回転が停止して玉払
出装置９７の動作が停止するとともに、必要に応じて打球発射装置３４の駆動も停止する
。なお、この実施の形態では、電気的駆動源の駆動によって遊技球を払い出す玉払出装置
として、ステッピングモータの回転によって遊技球が払い出される玉払出装置９７を例示
するが、その他の駆動源によって遊技球を送り出す構造の玉払出装置を用いてもよいし、
電気的駆動源の駆動によってストッパを外し遊技球の自重によって払い出しがなされる構
造の玉払出装置を用いてもよい。
【００３２】
　賞球払出制御を行うために、入賞口スイッチ１９ａ，２４ａ、始動口スイッチ１７およ
びＶカウントスイッチ２２からの信号が、主基板３１に送られる。主基板３１のＣＰＵ５
６は、始動口スイッチ１７がオンすると６個の賞球払出に対応した入賞が発生したことを
知る。また、カウントスイッチ２３がオンすると１５個の賞球払出に対応した入賞が発生
したことを知る。そして、入賞口スイッチがオンすると１０個の賞球払出に対応した入賞
が発生したことを知る。なお、この実施の形態では、例えば、入賞口２４に入賞した遊技
球は、入賞口２４からの入賞球流路に設けられている入賞口スイッチ２４ａで検出され、
入賞口１９に入賞した遊技球は、入賞口１９からの入賞球流路に設けられている入賞口ス
イッチ１９ａで検出される。
【００３３】
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　図４は、主基板３１における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図４には
、賞球制御基板３７、ランプ制御基板３５、音制御基板７０、発射制御基板９１および表
示制御基板８０も示されている。主基板３１には、プログラムに従ってパチンコ遊技機１
を制御する基本回路５３と、ゲートスイッチ１２、始動口スイッチ１７、Ｖカウントスイ
ッチ２２、カウントスイッチ２３および入賞口スイッチ１９ａ，２４ａからの信号を基本
回路５３に与えるスイッチ回路５８と、可変入賞球装置１５を開閉するソレノイド１６お
よび開閉板２０を開閉するソレノイド２１を基本回路５３からの指令に従って駆動するソ
レノイド回路５９と、始動記憶表示器１８の点灯および滅灯を行うとともに７セグメント
ＬＥＤによる可変表示器１０と装飾ランプ２５とを駆動するランプ・ＬＥＤ回路６０とが
搭載されている。
【００３４】
　また、基本回路５３から与えられるデータに従って、大当りの発生を示す大当り情報、
可変表示部９の画像表示開始に利用された始動入賞球の個数を示す有効始動情報、確率変
動が生じたことを示す確変情報等をホール管理コンピュータ等のホストコンピュータに対
して出力する情報出力回路６４を含む。
【００３５】
　基本回路５３は、ゲーム制御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４、ワークメモリと
して使用される揮発性記憶手段の一例であるＲＡＭ５５、制御用のプログラムに従って制
御動作を行うＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポート部５７を含む。この実施の形態では、ＲＯＭ
５４，ＲＡＭ５５はＣＰＵ５６に内蔵されている。すなわち、ＣＰＵ５６は、１チップマ
イクロコンピュータである。なお、１チップマイクロコンピュータは、少なくともＲＡＭ
５５が内蔵されていればよく、ＲＯＭ５４およびＩ／Ｏポート部５７は外付けであっても
内蔵されていてもよい。また、Ｉ／Ｏポート部５７は、マイクロコンピュータにおける情
報入出力可能な端子である。
【００３６】
　さらに、主基板３１には、電源投入時に基本回路５３をリセットするための初期リセッ
ト回路６５と、基本回路５３から与えられるアドレス信号をデコードしてＩ／Ｏポート部
５７のうちのいずれかのＩ／Ｏポートを選択するための信号を出力するアドレスデコード
回路６７とが設けられている。
　なお、玉払出装置９７から主基板３１に入力されるスイッチ情報もあるが、図４ではそ
れらは省略されている。
【００３７】
　遊技球を打撃して発射する打球発射装置は発射制御基板９１上の回路によって制御され
る駆動モータ９４で駆動される。そして、駆動モータ９４の駆動力は、操作ノブ５の操作
量に従って調整される。すなわち、発射制御基板９１上の回路によって、操作ノブ５の操
作量に応じた速度で打球が発射されるように制御される。
【００３８】
　図５は、電源監視および電源バックアップのためのＣＰＵ５６周りの一構成例を示すブ
ロック図である。図５に示すように、電源基板に搭載されている第１の電源監視回路（第
１の電源監視手段）からの電圧低下信号が、ＣＰＵ５６に接続される入力ポート５７０に
入力されている。第１の電源監視回路は、遊技機が使用する各種直流電源のうちのいずれ
かの電源の電圧を監視して電源電圧低下を検出する回路である。従って、ＣＰＵ５６は、
入力ポート５７０を介して電源断の状況を確認することができる。
【００３９】
　なお、入力ポート５７０は、遊技機に設けられている遊技球を検出するための遊技球検
出手段（この例では、始動口スイッチ１７、カウントスイッチ２３、入賞口スイッチ１９
ａ，２４ａ等）の出力信号を入力する入力ポートの空きビットに入力されている。すなわ
ち、電源基板に設けられている第１の電源監視回路からの電圧低下信号は、遊技球検出手
段の検出情報を入力する検出入力手段としての入力ポート５７０に入力される。
【００４０】
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　また、第１の電源監視回路からの電圧低下信号は、ＣＰＵ５６に対して情報伝達可能に
接続されていればよく、入力ポート５７０は、ＣＰＵ５６の内蔵ポートでもよいし、外付
けのポートであってもよい。なお、入力ポート５７０には、電源基板に設置されている初
期化操作スイッチの状態を示すスイッチ入力信号も接続されている。
【００４１】
　主基板３１には、第２の電源監視回路９０３が搭載されている。この例では、第２の電
源監視回路９０３において、電源監視用ＩＣ９０４が、第１の電源監視回路が監視する電
源電圧と等しい電源電圧である＋３０Ｖ電源電圧を監視して電圧値が所定値以下になると
ローレベルの電圧低下信号を発生する。そして、例えば、電源基板に搭載される第１の電
源監視回路の検出電圧（電圧低下信号を出力することになる電圧）を＋１６Ｖとし、第２
の電源監視回路９０３の検出電圧を＋８Ｖとする。そのように構成した場合には、同一の
電圧を監視するので、第１の電圧監視回路が電圧低下信号を出力するタイミングと第２の
電圧監視回路が電圧低下信号を出力するタイミングの差を所望の所定期間に確実に設定す
ることができる。所望の所定期間とは、第１の電源監視回路からの電圧低下信号に応じて
電源断時処理を開始してから電源断時処理が確実に完了するまでの期間である。
【００４２】
　第２の電源監視回路９０３からの電圧低下信号は、初期リセット回路６５からの初期リ
セット信号と論理和をとられた後に、ＣＰＵ５６のリセット端子に入力される。従って、
ＣＰＵ５６は、初期リセット回路６５からの初期リセット信号がローレベルを呈している
とき、または、第２の電源監視回路９０３からの電圧低下信号がローレベルを呈している
ときに、リセット状態（非動作状態）になる。
【００４３】
　なお、初期リセット回路６５のリセットＩＣ６５１は、遊技機に電源が投入され＋５Ｖ
電源の電圧が上昇していくときに、＋５Ｖ電源電圧が所定値以上になると、出力信号をハ
イレベルにする。すなわち、初期リセット信号をオフ状態にする。
【００４４】
　ＣＰＵ５６等の駆動電源である＋５Ｖ電源から電力が供給されていない間、ＲＡＭの少
なくとも一部は、電源基板から供給されるバックアップ電源によってバックアップされ、
遊技機に対する電源が断しても内容は保存される。そして、＋５Ｖ電源が復旧すると、初
期リセット回路６５からリセット信号が発せられるので、ＣＰＵ５６は、通常の動作状態
に復帰する。そのとき、必要なデータがバックアップされているので、停電等からの復旧
時には停電発生時の遊技状態に復帰することができる。
【００４５】
　図６は、電源基板９１０の一構成例を示すブロック図である。電源基板９１０は、主基
板３１、表示制御基板８０、音制御基板７０、ランプ制御基板３５および賞球制御基板３
７等の遊技装置用制御基板と独立して設置され、遊技機内の各遊技装置用制御基板および
機構部品が使用する電圧を生成する。この例では、ＡＣ２４Ｖ、ＤＣ＋３０Ｖ、ＤＣ＋２
１Ｖ、ＤＣ＋１２ＶおよびＤＣ＋５Ｖを生成する。また、バックアップ電源となるコンデ
ンサ９１６は、ＤＣ＋５Ｖすなわち各基板上のＩＣ等を駆動する電源のラインから充電さ
れる。
【００４６】
　トランス９１１は、交流電源からの交流電圧を２４Ｖに変換する。ＡＣ２４Ｖ電圧は、
コネクタ９１５に出力される。また、整流回路９１２は、ＡＣ２４Ｖから＋３０Ｖの直流
電圧を生成し、ＤＣ－ＤＣコンバータ９１３およびコネクタ９１５に出力する。ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータ９１３は、＋２１Ｖ、＋１２Ｖおよび＋５Ｖを生成してコネクタ９１５に出
力する。コネクタ９１５は例えば中継基板に接続され、中継基板から各遊技装置用制御基
板および機構部品に必要な電圧の電力が供給される。なお、トランス９１１の入力側には
、遊技機に対する電源供給を停止したり開始させたりするための電源スイッチ９１８が設
置されている。
【００４７】
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　ＤＣ－ＤＣコンバータ９１３からの＋５Ｖラインは分岐してバックアップ＋５Ｖライン
を形成する。バックアップ＋５Ｖラインとグラウンドレベルとの間には大容量のコンデン
サ９１６が接続されている。コンデンサ９１６は、遊技機に対する電力供給が遮断された
ときの遊技装置制御基板のバックアップＲＡＭ（電源バックアップされているＲＡＭすな
わち記憶内容保持状態となりうる揮発性記憶手段）に対して記憶状態を保持できるように
電力を供給するバックアップ電源となる。また、＋５Ｖラインとバックアップ＋５Ｖライ
ンとの間に、逆流防止用のダイオード９１７が挿入される。
【００４８】
　なお、バックアップ電源として、＋５Ｖ電源から充電可能な電池を用いてもよい。電池
を用いる場合には、＋５Ｖ電源から電力供給されない状態が所定時間継続すると容量がな
くなるような充電池が用いられる。
【００４９】
　また、電源基板９１０には、上述した第１の電源回路を構成する電源監視用ＩＣ９０２
が搭載されている。電源監視用ＩＣ９０２は、＋３０Ｖ電源電圧を導入し、＋３０Ｖ電源
電圧を監視することによって電源断の発生を検出する。具体的には、＋３０Ｖ電源電圧が
所定値（この例では＋１６Ｖ）以下になったら、電源断が生ずるとして電圧低下信号を出
力する。なお、＋３０Ｖ電源電圧は、交流から直流に変換された直後の電圧である。電源
監視用ＩＣ９０２からの電圧低下信号は、主基板３１や賞球制御基板３７等に供給される
。
【００５０】
　電源監視用ＩＣ９０２が電源断を検知するための所定値は、通常時の電圧より低いが、
各遊技装置制御基板上のＣＰＵが暫くの間動作しうる程度の電圧である。また、電源監視
用ＩＣ９０２が、ＣＰＵを駆動するための電圧（この例では＋５Ｖ）よりも高く、かつ、
交流から直流に変換された直後の電圧を監視するように構成されているので、ＣＰＵが必
要とする電圧に対して監視範囲を広げることができる。従って、より精密な監視を行うこ
とができる。さらに、監視電圧として＋３０Ｖを用いる場合には、遊技機の各種スイッチ
に供給される電圧が＋１２Ｖであることから、電源瞬断時のスイッチオン誤検出の防止も
期待できる。すなわち、＋３０Ｖ電源の電圧を監視すると、＋３０Ｖ作成の以降に作られ
る＋１２Ｖが落ち始める以前の段階でそれの低下を検出できる。よって、＋１２Ｖ電源の
電圧が低下するとスイッチ出力がオン状態を呈するようになるが、＋１２Ｖより早く低下
する＋３０Ｖ電源電圧を監視して電源断を認識すれば、スイッチ出力がオン状態を呈する
前に電源復旧待ちの状態に入ってスイッチ出力を検出しない状態となることができる。
【００５１】
　また、電源監視用ＩＣ９０２は、遊技装置制御基板とは別個の電源基板９１０に搭載さ
れているので、第１の電源監視回路から複数の遊技装置制御基板に電圧低下信号を供給す
ることができる。電圧低下信号を必要とする遊技装置制御基板が幾つあっても第１の電源
監視手段は１つ設けられていればよいので、各遊技装置制御基板における各遊技装置制御
手段が後述する電源復帰制御を行っても、遊技機のコストはさほど上昇しない。
【００５２】
　また、電源基板９１０には、初期化操作スイッチ９１９が搭載されている。初期化操作
スイッチの状態を示す信号は主基板３１に入力されるが、その役割等については後で詳し
く説明する。この実施の形態では、他の制御基板とは独立して設置される電源基板９１０
に電源スイッチ９１８および初期化操作スイッチ９１９が搭載されているので、遊技盤の
入れ替え等の場合に入れ替え後の遊技盤に対して電源基板９１０をそのまま使用しても、
入れ替え後の遊技盤において、後述する電源スイッチ９１８および初期化操作スイッチ９
１９を利用した停電処理を実行することができる。
【００５３】
　次に遊技機の動作について説明する。
　図７は、主基板３１におけるＣＰＵ５６が実行するメイン処理を示すフローチャートで
ある。遊技機に対する電源が投入されると、メイン処理において、ＣＰＵ５６は、まず、
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停電からの復旧時であったか否か確認する（ステップＳ１）。停電からの復旧時であった
か否かは、例えば、電源断時にバックアップＲＡＭ領域に設定される電源断フラグによっ
て確認される。すなわち、ＲＡＭ領域が電源バックアップされている状態で遊技機に電源
が再投入されるとＲＡＭには電源断時の状態が保存されているので電源断フラグも正確に
保存されている。ＲＡＭ領域が電源バックアップされていない状態で遊技機に電源が投入
されると、ＲＡＭの内容は不定になっているので、電源断フラグの値は正しくない。従っ
て、電源断フラグのセット状態に応じて停電からの復旧時であったか否か確認することが
できる。なお、仮に、電源バックアップされていない状態で遊技機に電源が投入されたと
きに電源断フラグがセット状態になってしまったとしても、後述するパリティ診断によっ
て、停電からの復旧時であったと誤って判断されてしまうことは防止される。
【００５４】
　停電からの復旧時であった場合には、ＣＰＵ５６は、入力ポート５７０を介して初期化
操作スイッチ９１９の状態を確認する（ステップＳ３）。この実施の形態では、初期化操
作スイッチ９１９がオンされると、その出力がローレベルになる（図６参照）。初期化操
作スイッチ９１９がオン状態であれば、通常の初期化処理を実行する（ステップＳ２）。
また、初期化操作スイッチ９１９がオフ状態であれば、ＣＰＵ５６は、後述する停電復旧
処理を実行する（ステップＳ４）。なお、初期化操作スイッチ９１９は、電源スイッチ９
１８のオン前にオン状態に設定されていてもよいし、電源スイッチ９１８と同時に押下さ
れてもよい。さらに、電源スイッチ９１８押下後にオン状態とされてもよい。電源スイッ
チ９１８押下後にオン状態とされることを考慮して、ステップＳ３の判定前にディレイ時
間をおいてもよい。
【００５５】
　停電からの復旧時でない場合には、ＣＰＵ５６は、通常の初期化処理を実行する（ステ
ップＳ１，Ｓ２）。その後、メイン処理では、タイマ割込フラグの監視（ステップＳ６）
の確認が行われるループ処理に移行する。なお、ループ内では、表示用乱数更新処理（ス
テップＳ５）も実行される。
【００５６】
　通常の初期化処理では、図８に示すように、レジスタおよびＲＡＭのクリア処理（ステ
ップＳ２ａ）と、必要な初期値設定処理（ステップＳ２ｂ）が行われた後に、２ｍｓ毎に
定期的にタイマ割込がかかるようにＣＰＵ５６に設けられているタイマレジスタの初期設
定（タイムアウトが２ｍｓであることと繰り返しタイマが動作する設定）が行われる（ス
テップＳ２ｃ）。すなわち、ステップＳ２ｃで、タイマ割込を能動化する処理と、タイマ
割込インタバルを設定する処理とが実行される。
【００５７】
　従って、この実施の形態では、ＣＰＵ５６の内部タイマが繰り返しタイマ割込を発生す
るように設定される。この実施の形態では、繰り返し周期は２ｍｓに設定される。そして
、図９に示すように、タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ５６は、タイマ割込フラグをセッ
トする（ステップＳ１１）。
【００５８】
　ＣＰＵ５６は、ステップＳ６において、タイマ割込フラグがセットされたことを検出す
ると、タイマ割込フラグをリセットするとともに（ステップＳ７）、電圧異常の監視を行
う（ステップＳ８）。電圧異常の監視は、入力ポート５７０を介して電源監視用ＩＣ９０
２からの電圧低下信号を監視することによって実行される。電圧異常すなわち電源電圧の
低下を検出したら、ＣＰＵ５６は、後述する停電発生処理（電源断時処理：ステップＳ９
）を実行する。
【００５９】
　電圧異常が検出されない場合には、ＣＰＵ５６は、遊技制御処理を実行する（ステップ
Ｓ９）。以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は２ｍｓ毎に起動され
ることになる。なお、この実施の形態では、タイマ割込処理ではフラグセットのみがなさ
れ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるが、タイマ割込処理で遊技制御処理を
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実行してもよい。
【００６０】
　図１０は、遊技制御処理を示すフローチャートである。遊技制御処理において、ＣＰＵ
５６は、まず、表示制御基板８０に送出される表示制御コマンドをＲＡＭ５５の所定の領
域に設定する処理を行った後に（表示制御データ設定処理：ステップＳ２１）、表示制御
コマンドを出力する処理を行う（表示制御データ出力処理：ステップＳ２２）。
【００６１】
　次いで、各種出力データの格納領域の内容を各出力ポートに出力する処理を行う（デー
タ出力処理：ステップＳ２３）。また、ホール管理用コンピュータに出力される大当り情
報、始動情報、確率変動情報などの出力データを格納領域に設定する出力データ設定処理
を行う（ステップＳ２４）。さらに、パチンコ遊技機１の内部に備えられている自己診断
機能によって種々の異常診断処理が行われ、その結果に応じて必要ならば警報が発せられ
る（エラー処理：ステップＳ２５）。
【００６２】
　次に、遊技制御に用いられる大当り判定用の乱数等の各判定用乱数を示す各カウンタを
更新する処理を行う（ステップＳ２６）。
【００６３】
　さらに、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２７）。特別図柄プ
ロセス制御では、遊技状態に応じてパチンコ遊技機１を所定の順序で制御するための特別
図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選び出されて実行される。そして、特別図柄
プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中に更新される。また、普通図柄プロセ
ス処理を行う（ステップＳ２８）。普通図柄プロセス処理では、７セグメントＬＥＤによ
る可変表示器１０を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当す
る処理が選び出されて実行される。そして、普通図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に
応じて各処理中に更新される。
【００６４】
　さらに、ＣＰＵ５６は、スイッチ回路５８を介して、ゲートセンサ１２、始動口センサ
１７、カウントセンサ２３および入賞口スイッチ１９ａ，２４ａの状態を入力し、各入賞
口や入賞装置に対する入賞があったか否か判定する（スイッチ処理：ステップＳ２９）。
ＣＰＵ５６は、さらに、停止図柄の種類を決定する乱数等の表示用乱数を更新する処理を
行う（ステップＳ３０）。
【００６５】
　また、ＣＰＵ５６は、賞球制御基板３７との間の信号処理を行う（ステップＳ３１）。
すなわち、所定の条件が成立すると賞球制御基板３７に賞球制御コマンドを出力する。賞
球制御基板３７に搭載されている賞球制御用ＣＰＵは、賞球制御コマンドに応じて玉払出
装置９７を駆動する。
【００６６】
　以上のように、メイン処理には遊技制御処理に移行すべきか否かを判定する処理が含ま
れ、ＣＰＵ５６の内部タイマが定期的に発生するタイマ割込にもとづくタイマ割込処理で
遊技制御処理に移行すべきか否かを判定するためのフラグがセットされるので、遊技制御
処理の全てが確実に実行される。つまり、遊技制御処理の全てが実行されるまでは、次回
の遊技制御処理に移行すべきか否かの判定が行われないので、遊技制御処理中の全ての各
処理が実行完了することは保証されている。
【００６７】
　従来の一般的な遊技制御処理は、定期的に発生する外部割込によって、強制的に最初の
状態に戻されていた。図１０に示された例に則して説明すると、例えば、ステップＳ３１
の処理中であっても、強制的にステップＳ２１の処理に戻されていた。つまり、遊技制御
処理中の全ての各処理が実行完了する前に、次回の遊技制御処理が開始されてしまう可能
性があった。
【００６８】
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　なお、この実施の形態では、電源電圧低下の判定（ステップＳ８）は、定期的に発生す
るタイマ割込によって起動される遊技制御処理を実行する前に行われたが、遊技制御処理
を実行した後に行ってもよい。いずれの時期に行っても、遊技制御手段が他の遊技装置用
制御手段や遊技装置との間で情報入出力を行っていない時期に電源電圧低下の判定が行わ
れるので、情報入出力を行っているときに停電発生処理（ステップＳ９）が実行されるこ
とはない。すなわち、情報入出力が途中で中断されてしまうことはない。例えば、他の基
板に送出される制御コマンドが確実に送出完了される。
【００６９】
　また、ここでは、主基板３１のＣＰＵ５６が実行する遊技制御処理は、ＣＰＵ５６の内
部タイマが定期的に発生するタイマ割込にもとづくタイマ割込処理でセットされるフラグ
に応じて実行されたが、定期的に（例えば２ｍｓ毎）信号を発生するハードウェア回路を
設け、その回路からの信号をＣＰＵ５６の外部割込端子に導入し、割込信号によって遊技
制御処理に移行すべきか否かを判定するためのフラグをセットするようにしてもよい。そ
のように構成した場合にも、遊技制御処理の全てが実行されるまでは、フラグの判定が行
われないので、遊技制御処理中の全ての各処理が実行完了することが保証される。
【００７０】
　図１１は、停電発生処理（ステップＳ９）の一例を示すフローチャートである。停電発
生処理において、ＣＰＵ５６は、まず、割込禁止に設定する（ステップＳ４１）。停電発
生処理ではＲＡＭ内容の保存を確実にするためにチェックサムの生成処理を行う。その処
理中に他の割込処理が行われたのではチェックサムの生成処理が完了しないうちにＣＰＵ
が動作し得ない電圧にまで低下してしまうことがことも考えられるので、まず、他の割込
が生じないような設定がなされる。
【００７１】
　次いで、ＣＰＵ５６は、全ての出力ポートをオフ状態にする（ステップＳ４２）。そし
て、必要ならば各レジスタの内容をバックアップＲＡＭ領域に格納する（ステップＳ４３
）。また、電源断フラグをセットする（ステップＳ４４）。さらに、バックアップＲＡＭ
領域のバックアップチェックデータ領域に適当な初期値を設定し（ステップＳ４５）、初
期値およびバックアップＲＡＭ領域のデータについて順次排他的論理和をとって（ステッ
プＳ４６）、最終的な演算値をバックアップパリティデータ領域に設定する（ステップＳ
４７）。その後、ＲＡＭアクセス禁止状態にしてループする（ステップＳ４８）。電源電
圧が低下していくときには、各種信号線のレベルが不安定になってＲＡＭ内容が化ける可
能性があるが、このようにＲＡＭアクセス禁止状態にしておけば、バックアップＲＡＭ内
のデータが化けることはない。
【００７２】
　なお、ＲＡＭアクセス禁止にする前にセットされる電源断フラグは、上述したように、
電源投入時において停電からの復旧か否かを判断する際に使用される。また、ステップＳ
４１からＳ４８の処理は、第２の電源監視手段が電圧低下信号を発生する前に完了する。
換言すれば、第２の電源監視手段が電圧低下信号を発生する前に完了するように、第１の
電圧監視手段および第２の電圧監視手段の検出電圧の設定が行われている。
【００７３】
　図１２は、停電復旧処理（ステップＳ４）の一例を示すフローチャートである。停電復
旧処理において、ＣＰＵ５６は、まず、バックアップＲＡＭ領域のデータチェック（この
例ではパリティチェック）を行う（ステップＳ５１）。不測の電源断が生じた後に復旧し
た場合には、バックアップＲＡＭ領域のデータは保存されていたはずであるから、チェッ
ク結果は正常になる。チェック結果が正常でない場合には、内部状態を電源断時の状態に
戻すことができないので、停電復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理（ステッ
プＳ２）と同様の初期化処理を実行する（ステップＳ５２，Ｓ５４）。
【００７４】
　チェック結果が正常であれば、ＣＰＵ５６は、内部状態を電源断時の状態に戻すための
遊技状態復旧処理を行うとともに（ステップＳ５３）、電源断フラグをクリアする（ステ
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ップＳ５５）。
【００７５】
　なお、ここでは、ステップＳ１で停電からの復旧か否かを確認し、停電からの復旧時で
あればパリティチェックを行ったが、最初に、パリティチェックを実行し、チェック結果
が正常でなければ停電からの復旧ではないと判断してステップＳ２の初期化処理を実行し
、チェック結果が正常であれば遊技状態復帰処理を行ってもよい。すなわち、パリティチ
ェックの結果をもって停電からの復旧であるか否かを判断してもよい。
【００７６】
　図１３は、バックアップパリティデータ作成方法を説明するための説明図である。ただ
し、図１３に示す例では、簡単のために、バックアップデータＲＡＭ領域のデータのサイ
ズを３バイトとする。電源電圧低下にもとづく停電発生処理において、図１３（Ａ）に示
すように、バックアップチェックデータ領域に、初期データ（この例では００Ｈ）が設定
される。次に、「００Ｈ」と「Ｆ０Ｈ」の排他的論理和がとられ、その結果と「１６Ｈ」
の排他的論理和がとられる。さらに、その結果と「ＤＦＨ」の排他的論理和がとられる。
そして、その結果（この例では「３９Ｈ」）がバックアップパリティデータ領域に設定さ
れる。
【００７７】
　電源が再投入されたときには、停電復旧処理においてパリティ診断が行われるが、図１
３（Ｂ）はパリティ診断の例を示す説明図である。バックアップ領域の全データがそのま
ま保存されていれば、電源再投入時に、図１３（Ａ）に示すようなデータがバックアップ
領域に設定されている。
【００７８】
　ステップＳ５１の処理において、ＣＰＵ５６は、バックアップＲＡＭ領域のバックアッ
プパリティデータ領域に設定されていたデータ（この例では「３９Ｈ」）を初期データと
して、バックアップデータ領域の各データについて順次排他的論理和をとる処理を行う。
バックアップ領域の全データがそのまま保存されていれば、最終的な演算結果は、「００
Ｈ」、すなわちバックアップチェックデータ領域に設定されているデータと一致する。バ
ックアップＲＡＭ領域内のデータにビット誤りが生じていた場合には、最終的な演算結果
は「００Ｈ」にならない。
【００７９】
　よって、ＣＰＵ５６は、最終的な演算結果とバックアップチェックデータ領域に設定さ
れているデータとを比較して、一致すればパリティ診断正常とする。一致しなければ、パ
リティ診断異常とする。
【００８０】
　なお、この実施の形態では、停電発生処理で、チェックデータ（この例ではパリティデ
ータ）の生成が行われたが、チェックデータの生成を行わず、電源断フラグのセットのみ
を行うようにしてもよい。
【００８１】
　以上のように、この実施の形態では、遊技制御手段には、遊技機の電源が断しても、所
定期間電源バックアップされる揮発性記憶手段（この例ではバックアップＲＡＭ）が設け
られ、電源投入時に、ＣＰＵ５６（具体的にはＣＰＵ５６が実行するプログラム）は、揮
発性記憶手段がバックアップ状態にあればバックアップデータにもとづいて遊技状態を回
復させる遊技状態復旧処理（ステップＳ５３）を行うように構成される。
【００８２】
　その際、初期化操作スイッチ９１９がオン状態であれば、遊技状態復旧処理は実行され
ず、通常の初期化処理（ステップＳ２）が実行される。従って、遊技店員等は、電源スイ
ッチ９１８の投入等にもとづく遊技機の電源投入時に、初期化操作スイッチ９１９を操作
することによって、揮発性記憶手段に記憶されているバックアップデータにもとづく遊技
状態復旧処理を実行するか否かを選択することができる。従って、電源断が発生しても遊
技者に不利益がもたらされることを防止することができるとともに、遊技店での遊技機運
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用上の利便性を向上させることもできる遊技機が提供される。
【００８３】
　なお、電源投入時に、揮発性記憶手段にバックアップデータが記憶されていない場合に
実行される初期化処理と、揮発性記憶手段にバックアップデータが記憶されていても初期
化操作スイッチ９１９がオフ状態である場合に実行される初期化処理とは、プログラム上
兼用されている（図７のステップＳ２参照）。従って、遊技店での運用上の利便性を向上
させる制御を付加しても、プログラム容量はさほど増えない。
【００８４】
　以下、遊技状態復旧処理について説明する。
　まず、この実施の形態において、主基板３１のＣＰＵ５６が、表示制御基板８０、音制
御基板７０およびランプ制御基板３５に送出する表示制御コマンド、音制御コマンドおよ
びランプ制御コマンドについて説明する。各制御コマンドは、図１０に示された遊技制御
処理における特別図柄プロセス処理（ステップＳ２８）で遊技進行に応じて送出すること
が決定され、表示制御データ設定処理（ステップＳ２１）で具体的なデータが設定され、
表示制御データ出力処理（ステップＳ２２）で出力ポートから出力されることによって送
出される。
【００８５】
　図１４（Ａ）は、可変表示部９における図柄変動に関する各制御コマンドの送出タイミ
ング例を示す説明図である。この実施の形態では、主基板３１のＣＰＵ５６は、図柄変動
を開始させるときに、表示制御基板８０、音制御基板７０およびランプ制御基板３５のそ
れぞれに対して変動開始コマンドを送出する。表示制御基板８０に対しては、さらに、左
右中図柄の確定図柄を示す図柄指定コマンドを送出する。
【００８６】
　そして、図柄変動を確定させるときに、表示制御基板８０、音制御基板７０およびラン
プ制御基板３５のそれぞれに対して変動停止コマンドを送出する。表示制御基板８０、音
制御基板７０およびランプ制御基板３５に搭載されている各ＣＰＵは、変動開始コマンド
で指定された変動態様に応じた表示制御、音発生制御およびランプ点灯制御を行う。なお
、変動開始コマンドには変動時間を示す情報が含まれている。
【００８７】
　図１４（Ｂ）は、可変表示部９の表示結果が所定の大当り図柄であった場合に実行され
る大当り遊技に関する各制御コマンドの送出タイミング例を示す説明図である。この実施
の形態では、主基板３１のＣＰＵ５６は、大当り遊技開始時に、表示制御基板８０、音制
御基板７０およびランプ制御基板３５のそれぞれに対して大当り開始コマンドを送出する
。また、所定時間経過後に、１ラウンド（１Ｒ）指定コマンドを送出する。表示制御基板
８０、音制御基板７０およびランプ制御基板３５に搭載されている各ＣＰＵは、大当り開
始コマンドを受信すると、大当り開始時の表示制御、音発生制御およびランプ点灯制御を
行う。また、１ラウンド指定コマンドを受信すると、大当り中の表示制御、音発生制御お
よびランプ点灯制御を行う。ただし、表示制御基板８０のＣＰＵは、１ラウンド目の表示
を行う。
【００８８】
　その後、主基板３１のＣＰＵ５６は、表示制御基板８０に対して各ラウンドを示すコマ
ンド等を順次送出する。表示制御基板８０のＣＰＵは、それらのコマンドに応じて対応す
る表示制御を行う。
【００８９】
　また、大当り遊技終了時に、主基板３１のＣＰＵ５６は、表示制御基板８０、音制御基
板７０およびランプ制御基板３５のそれぞれに対して大当り終了コマンドを送出する。そ
して、所定時間経過後に、通常画面表示コマンドを送出する。各遊技装置用制御手段は、
通常画面表示コマンドを受信すると、制御状態を遊技待ちの状態にする。
【００９０】
　図１５は、図１２に示された停電復旧処理で行われる遊技状態復旧処理の一例を示すフ
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ローチャートである。この例では、ＣＰＵ５６は、レジスタ内容を復元する必要があれば
、バックアップＲＡＭに保存されていた値をレジスタに復元する（ステップＳ６１）。そ
して、バックアップＲＡＭに保存されていたデータにもとづいて停電時の遊技状態を確認
する。例えば、特別図柄プロセス処理の進行状況に対応した特別図柄プロセスフラグの値
によって遊技状態を確認することができる。
【００９１】
　遊技状態が図柄変動中であった場合には（ステップＳ６２）、変動開始コマンドを表示
制御基板８０、音制御基板７０およびランプ制御基板３５に送出する制御を行う（ステッ
プＳ６３）。また、遊技状態が大当り遊技中であった場合には（ステップＳ６４）、停電
前に最後の送出された制御コマンドを表示制御基板８０、音制御基板７０およびランプ制
御基板３５に送出する制御を行う（ステップＳ６５）。そして、それ以外の遊技状態であ
った場合には、例えば、通常画面表示コマンドを制御コマンドを表示制御基板８０、音制
御基板７０およびランプ制御基板３５に送出する制御を行う（ステップＳ６６）。また、
例えば、大当り中であった場合の可変入賞球装置１５の状態復帰は、ＲＡＭのデータが保
存されているため、後の遊技制御処理内で自動的に行われる。
【００９２】
　図１６は、停電が発生した後に復旧した場合の制御状態の一例を示す説明図である。図
１６において、可変表示の状態は表示制御基板８０のＣＰＵ（表示制御手段）によって実
現され、音の状態は音制御基板７０のＣＰＵ（音制御手段）によって実現され、ランプの
状態はランプ制御基板３５のＣＰＵ（ランプ制御手段）によって実現される。
【００９３】
　図１６（Ａ）は、図柄変動中に停電が生じた後に復旧した場合の例を示す。この場合に
は、電源復旧時に、主基板３１から変動開始コマンドが送出される（図１５におけるステ
ップＳ６３）。変動開始コマンドは、図柄変動開始時に送出されるコマンドであるから、
可変表示制御、音制御およびランプ制御の状態は、変動開始時の状態に戻る。この実施の
形態では、変動開始コマンドには変動時間を指定する情報を含まれ、主基板３１のＣＰＵ
５６は変動開始コマンド送出後では変動終了時の確定コマンド（変動停止コマンド）まで
何も送出しない（図柄指定コマンドを除く）。従って、図柄変動中に停電が生じた場合に
は、変動途中の状態から変動を再開することはできないが、変動開始コマンドを再送出す
ることによって、表示制御、音制御およびランプ制御は同期した状態に戻る。
【００９４】
　なお、主基板３１において、変動開始時に使用した各種パラメータはバックアップＲＡ
Ｍに保存されている。従って、電源復旧後の変動における表示結果（確定図柄）等は、停
電によって中断した変動においてなされるはずであった表示結果等と同じである。従って
、遊技者に不利益が与えられるということはない。
【００９５】
　図１６（Ｂ）は、大当り遊技中に停電が生じた後に復旧した場合の例を示す。この場合
には、電源復旧時に、主基板３１から停電前の最後に表示制御基板８０、音制御基板７０
およびランプ制御基板３５に送出されたコマンドが再送出される（図１５におけるステッ
プＳ６５）。従って、音制御およびランプ制御は、大当り遊技中の制御状態に戻る。また
、表示制御も、停電時に行われていた状態に戻る。
【００９６】
　なお、主基板３１において、大当り遊技中の各種パラメータ（大入賞口開放回数、大入
賞口入賞球数等）はバックアップＲＡＭに保存されている。従って、遊技者にとっての遊
技状態も停電前の状態に戻るので、遊技者に不利益が与えられるということはない。
【００９７】
　なお、上記の実施の形態では、遊技制御手段において電源監視処理、データ保存処理お
よび復旧処理が行われる場合について説明したが、音声制御手段、ランプ制御手段および
表示制御手段におけるＲＡＭの一部も電源バックアップされ、表示制御手段、音制御手段
およびランプ制御手段も、上述したような処理を行ってもよい。ただし、表示制御手段、
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音制御手段およびランプ制御手段は、復旧時にコマンド送出処理を行う必要はない。
【００９８】
　また、この実施の形態では、図５に示されたように、電源基板９１０に第１の電源監視
手段が搭載され、主基板３１に第２の電源監視手段が搭載されている。そして、電源電圧
が低下していくときに、第２の電源監視手段（この例では電源監視用ＩＣ９０４）が電圧
低下信号を発生する時期は、第１の電源監視手段（この例では電源監視用ＩＣ９０２）が
電圧低下信号を発生する時期よりも遅くなるように設定されている。さらに、第２の電源
監視手段からの電圧低下信号は、ＣＰＵ５６のリセット端子に入力されている。
【００９９】
　すると、ＣＰＵ５６は、図１７に示すように、第１の電源監視手段（電源監視用ＩＣ９
０２）からの電圧低下信号にもとづいて停電発生処理（電源断時処理）を実行した後に電
源断待ちに入るのであるが、電源断待ち状態において、リセット状態に入ることになる。
すなわち、ＣＰＵ５６の動作が停止する。電源待ち状態では＋５Ｖ電源電圧値が徐々に低
下するので入出力状態が不定になるが、ＣＰＵ５６はリセット状態になるので、不定デー
タにもとづいて異常動作してしまうことは防止される。
【０１００】
　このように、この実施の形態では、ＣＰＵ５６が、第１の電源監視手段からの検出出力
の入力に応じて電源断時処理を実行するとともに、第２の電源監視手段からの検出出力の
入力に応じてシステムリセットされるように構成したので、電源断時に確実なデータ保存
を行うことができ、遊技者に不利益がもたらされることを防止することができる。
【０１０１】
　なお、この実施の形態では、電源監視用ＩＣ９０２，９０４は、同一の電源電圧を監視
しているが、異なる電源電圧を監視してもよい。例えば、図１８に示すように、電源基板
９１０の第１の電源監視回路が＋３０Ｖ電源電圧を監視し、主基板３１の第２の電源監視
回路が＋５Ｖ電源電圧を監視してもよい。そして、第２の電源監視回路がローレベルの電
圧低下信号を発生するタイミングは第１の電源監視回路が電圧低下信号を発生するタイミ
ングに対して遅くなるように、主基板３１の電源監視用ＩＣ９０４のしきい値レベル（電
圧低下信号を発生する電圧レベル）が設定される。例えば、しきい値は４．２５Ｖである
。４．２５Ｖは、通常時の電圧より低いが、ＣＰＵ５６が暫くの間動作しうる程度の電圧
である。
【０１０２】
　また、上記の実施の形態では、ＣＰＵ５６は、入力ポート５７０を介して電源基板から
の第１の電圧低下信号（第１の電源監視手段からの電圧低下信号）を検知したが、第１の
電圧低下信号をマスク不能割込割込端子（ＮＭＩ端子）またはマスク可能外部割込端子（
ＩＲＱ端子）に導入してもよい。図１９は、第１の電圧低下信号がＣＰＵ５６のＩＲＱ端
子に入力されている例を示す。この場合には、第１の電圧低下信号が電圧低下を示す状態
になると、割込処理（ＩＲＱ処理）によって停電発生処理（図１１参照）が実行される。
よって、ＣＰＵ５６が実行するメイン処理では、ステップＳ７およびＳ８（図７参照）は
不要である。また、この場合、ステップＳ１０の遊技制御処理の開始時にＩＲＱ割込マス
クをセットし、遊技制御処理の終了時にＩＲＱ割込マスクを解除するようにしてもよい。
そのようにすれば、遊技制御処理の開始前および終了後に割込がかかることになる。
【０１０３】
　ＩＲＱ処理で停電発生処理を実行する場合には、遊技制御プログラムにおける賞球制御
コマンドを送出するルーチンの開始時で割込マスクがセットされ、賞球制御コマンド送出
完了時に割込マスクが解除される。よって、賞球制御コマンド送出処理が行われている間
では割込処理は開始されず、第１の電圧低下信号が電圧低下状態を示しても停電発生処理
は開始されない。従って、例えば停電発生の直前に発生した入賞にもとづく賞球個数情報
も確実に賞球制御基板３７に転送される。
【０１０４】
　図２０は、電源監視および電源バックアップのための賞球制御用ＣＰＵ３７１周りの一
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構成例を示すブロック図である。図２０に示すように、電源基板９１０に搭載されている
第１の電源監視回路（第１の電源監視手段）からの電圧低下信号が、賞球制御用ＣＰＵ３
７１の入力ポートに入力されている。従って、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、入力ポートを
介して電源断の状況を確認することができる。
【０１０５】
　賞球制御用ＣＰＵ３７１等の駆動電源である＋５Ｖ電源から電力が供給されていない間
、賞球制御用ＣＰＵ３７１の内蔵ＲＡＭの少なくとも一部は、電源基板９１０から供給さ
れるバックアップ電源がバックアップ端子に接続されることによってバックアップされ、
遊技機に対する電源が断しても内容は保存される。そして、＋５Ｖ電源が復旧すると、初
期リセット回路９３５からリセット信号が発せられるので、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、
通常の動作状態に復帰する。そのとき、必要なデータがバックアップされているので、停
電等からの復旧時には停電発生時の遊技状態に復帰することができる。
【０１０６】
　図２０に示す構成では、賞球制御基板３７には、第２の電源監視回路９３３が搭載され
ている。この例では、第２の電源監視回路９３３において、電源監視用ＩＣ９３４が、電
源基板９１０の第１の電源監視回路が監視する電源電圧と等しい電圧である＋３０Ｖ電源
電圧を監視して電圧値が所定値以下になるとローレベルの電圧低下信号を発生する。第２
の電源監視回路９３３が設けられている場合には、第２の電源監視回路９３３の検出電圧
（電圧低下信号を出力することになる電圧）を、電源基板９１０に搭載されている第１の
電源監視回路の検出電圧よりも低くする。
【０１０７】
　第２の電源監視回路９３３からの電圧低下信号は、初期リセット回路９３５からの初期
リセット信号と論理和をとられた後に、賞球制御用ＣＰＵ３７１のリセット端子に入力さ
れる。従って、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、初期リセット回路９３５からの初期リセット
信号がローレベルを呈しているとき、または、第２の電源監視回路９３３からの電圧低下
信号がローレベルを呈しているときに、リセット状態（非動作状態）になる。
【０１０８】
　図２１は、主基板３１から賞球制御基板３７に送信される賞球制御コマンドのビット構
成の一例を示す説明図である。図２１に示すように、１バイト中の上位４ビットが制御指
定部として使用され、下位４ビットが賞球数を示す領域として用いられる。
【０１０９】
　図２２に示すように、制御指定部において、ビット７，６，５，４が「０，１，０，０
」であれば払出個数指定コマンドであることを示し、「０，１，０，１」であれば払出指
定コマンドであることを示す。払出個数指定コマンドは、主基板３１のＣＰＵ５６が入賞
を検出すると直ちに賞球制御基板３７に送出される。
【０１１０】
　ビット７，６，５，４が「１，０，０，０」である球切れ指定コマンドは、補給玉がな
くなったことが検出されたときに主基板３１から送信される。また、ビット７，６，５，
４が「１，０，０，１」である発射停止指定コマンドは、余剰玉受皿４が満タンになって
満タンスイッチ４８がオンしたとき（満タン状態フラグがオンしたとき）に主基板３１か
ら送信される。
【０１１１】
　賞球制御コマンドは、主基板３１から賞球制御基板３７に、１バイト（８ビット：賞球
制御コマンドＤ７～Ｄ０）のデータとして出力される。賞球制御コマンドＤ７～Ｄ０は正
論理で出力される。また、賞球制御コマンドＤ７～Ｄ０が出力されたときには、負論理の
賞球制御ＩＮＴ信号が出力される。
【０１１２】
　この実施の形態では、図２３に示すように、主基板３１から賞球制御コマンドＤ７～Ｄ
０が出力されるときに、賞球制御ＩＮＴ信号が５μｓ以上ローレベルになる。賞球制御Ｉ
ＮＴ信号は、賞球制御基板３７において、賞球制御用ＣＰＵ３７１の割込端子に接続され
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ている。よって、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、割り込みがあると、賞球制御コマンドＤ７
～Ｄ０が主基板３１から送出されたことを認識でき、割込処理において賞球制御コマンド
受信処理を行う。
【０１１３】
　なお、図２１に示されたコマンド構成は一例であって、他の構成にしてもよい。例えば
、１バイト中の上位下位を、図２１に示された構成とは逆にしてもよい。
【０１１４】
　図２４は、賞球制御用ＣＰＵ３７１のメイン処理を示すフローチャートである。メイン
処理では、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、まず、ＲＡＭ領域をクリアする等の初期値設定処
理を行う（ステップＳ７０１）。なお、内蔵ＲＡＭの電源バックアップされたＲＡＭ領域
（バックアップＲＡＭ領域）にデータが設定されている場合には、それらの領域のクリア
処理はなされない。その後、この実施の形態では、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、タイマ割
込フラグの監視（ステップＳ７０２）の確認を行うループ処理に移行する。
【０１１５】
　ステップＳ７０１の初期化処理では、後述する総合個数記憶の値が０でない場合には、
非バックアップＲＡＭ領域をクリアする。そして、賞球再開のための設定を行う。例えば
、賞球中処理中フラグのセット等を行う。なお、バックアップＲＡＭ領域であっても、賞
球個数に関わらない領域であるならば、それらのアドレスを指定してクリアするようにし
てもよい。さらに、それら処理の他に、２ｍｓ毎に定期的にタイマ割込がかかるように賞
球制御用ＣＰＵ３７１に設けられているタイマレジスタの初期設定（タイムアウトが２ｍ
ｓであることと繰り返しタイマが動作する設定）が行われる。すなわち、タイマ割込を能
動化する処理と、タイマ割込インタバルを設定する処理とが実行される。
【０１１６】
　従って、この実施の形態では、賞球制御用ＣＰＵ３７１の内部タイマが繰り返しタイマ
割込を発生するように設定される。この実施の形態では、繰り返し周期は２ｍｓに設定さ
れる。そして、図２５に示すように、タイマ割込が発生すると、賞球制御用ＣＰＵ３７１
は、タイマ割込フラグをセットする（ステップＳ７１１）。
【０１１７】
　賞球制御用ＣＰＵ３７１は、ステップＳ７０２において、タイマ割込フラグがセットさ
れたことを検出すると、タイマ割込フラグをリセットするとともに（ステップＳ７０３）
、電圧異常の監視を行う（ステップＳ７０４）。電圧異常の監視は、入力ポートを介して
電源基板９１０の電源監視用ＩＣ９０２からの電圧低下信号を監視することによって実行
される。電圧異常すなわち電源電圧の低下を検出したら、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、後
述する停電発生処理（電源断時処理：ステップＳ７０６）を実行する。
【０１１８】
　電圧異常が検出されない場合には、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、賞球制御処理を実行す
る（ステップＳ７０５）。以上の制御によって、この実施の形態では、賞球制御処理は２
ｍｓ毎に起動されることになる。
【０１１９】
　図２６は、賞球制御用ＣＰＵ３７１が内蔵するＲＡＭの使用例を示す説明図である。こ
の例では、バックアップＲＡＭ領域に総合個数記憶（例えば２バイト）が形成されている
。総合個数記憶は、主基板３１の側から指示された払出個数の総数を記憶するものである
。
【０１２０】
　図２７は、割込処理による賞球制御コマンド受信処理を示すフローチャートである。主
基板３１からの賞球制御ＩＮＴ信号は賞球制御用ＣＰＵ３７１の割込端子に入力されてい
る。よって、主基板３１からの賞球制御ＩＮＴ信号がオン状態になると、賞球制御用ＣＰ
Ｕ３７１に割込がかかり、図２７に示す賞球制御コマンドの受信処理が開始される。
【０１２１】
　賞球制御コマンドの受信処理において、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、まず、賞球制御コ
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マンドデータの入力に割り当てられている入力ポートから１バイトのデータを読み込む（
ステップＳ８５２）。読み込んだデータが払出個数指示コマンドであれば（ステップＳ８
５３）、払出個数指示コマンドで指示された個数を総合個数記憶に加算する（ステップＳ
８５５）。そうでなければ、通信終了フラグをセットする（ステップＳ８５４）。なお、
通信終了フラグは、この例では、払出個数指示コマンド以外のコマンドを受信したことを
示すフラグである。
【０１２２】
　以上のように、賞球制御基板３７に搭載された賞球制御用ＣＰＵ３７１は、主基板３１
のＣＰＵ５６から送られた払出個数指示コマンドに含まれる賞球数をバックアップＲＡＭ
領域（総合個数記憶）に記憶する。
【０１２３】
　図２８は、タイマ割込で起動される賞球制御処理（ステップＳ７１１）を示すフローチ
ャートである。賞球制御処理において、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、総合個数記憶が０で
ないか否かの確認を行う（ステップＳ５１１）。総合個数記憶が０でなければ、賞球制御
用ＣＰＵ３７１は、賞球払出処理を行う（ステップＳ５１２）。賞球払出処理では、払出
モータ２８９がオンしていなければオンするとともに、賞球カウントスイッチ３０１Ａの
検出出力によって遊技球の払出がなされたか否かの確認を行う。そして、１個の払出が行
われたことを確認したら（ステップＳ５１３）、総合個数記憶の値を－１する（ステップ
Ｓ５１４）。また、総合個数記憶の値が０になったら（ステップＳ５１５）、払出モータ
２８９をオフする（ステップＳ５１６）。
【０１２４】
　総合個数記憶の内容は、遊技機の電源が断しても、所定期間電源基板９１０のバックア
ップ電源によって保存される。従って、所定期間中に電源が回復すると、賞球制御用ＣＰ
Ｕ３７１は、総合個数記憶の内容にもとづいて賞球払出処理を継続することができる。
【０１２５】
　賞球制御用ＣＰＵ３７１は、電源投入時に、バックアップＲＡＭ領域のデータを確認す
るだけで、通常の初期設定処理を行うのか賞球中の状態を復元するのか決定できる。すな
わち、簡単な判断によって、未払出賞球について賞球処理再開を行うことができる。
【０１２６】
　なお、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、主基板３１から指示された賞球個数を総合個数記憶
で総数として管理したが、賞球数毎（例えば１５個、１０個、６個）に管理してもよい。
例えば、賞球数毎に対応した個数カウンタを設け、払出個数指定コマンドを受信すると、
そのコマンドで指定された個数に対応する個数カウンタを＋１する。そして、賞球数毎の
賞球払出が終了すると、対応する個数カウンタを－１する。その場合にも、各個数カウン
タはバックアップＲＡＭ領域に形成される。よって、遊技機の電源が断しても、所定期間
中に電源が回復すれば、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、各個数カウンタの内容にもとづいて
賞球払出処理を継続することができる。
【０１２７】
　図２９は、賞球制御用ＣＰＵ３７１が実行する停電発生処理を示すフローチャートであ
る。電源基板９０１の電源監視用ＩＣ９０２が電源電圧の低下を検出すると電圧低下信号
が電圧低下を示す状態となり、停電発生処理が開始される。停電発生処理において、賞球
制御用ＣＰＵ３７１は、ＲＡＭアクセス禁止状態に設定して（ステップＳ８０１）、その
後ループする。従って、電源監視用ＩＣ９０２から電圧低下信号が出力されると、賞球払
出制御がなされない状態になる。
【０１２８】
　図３０は、賞球制御用ＣＰＵ３７１が電源投入時に実行する初期化処理（ステップＳ７
０１）の一部を示すフローチャートである。電源が投入され、または、電源が復旧したと
きには、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、まず、バックアップＲＡＭ領域に形成されている総
合個数記憶の値が０でないかどうか確認する（ステップＳ９０１）。０である場合には、
前回の電源オフ時に未払出賞球はなかったことになるので、通常の初期設定処理を行う。
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すなわち、レジスタおよび全ＲＡＭ領域をクリアして（ステップＳ９０３）、スタックポ
インタの初期設定を行う（ステップＳ９０４）。
【０１２９】
　総合個数記憶の値が０でない場合には、アドレスを指定してレジスタと非バックアップ
ＲＡＭ領域をクリアする（ステップＳ９０５）。そして、賞球再開のための設定を行う。
例えば、賞球中処理中フラグのセット等を行う（ステップＳ９０６）。なお、バックアッ
プＲＡＭ領域であっても、賞球個数に関わらない領域であるならば、それらのアドレスを
指定してクリアするようにしてもよい。
【０１３０】
　このように、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、電源投入時に、バックアップＲＡＭ領域のデ
ータを確認するだけで、通常の初期設定処理を行うのか賞球中の状態を復元するのか決定
できる。すなわち、簡単な判断によって、未払出賞球について賞球処理再開を行うことが
できる。
【０１３１】
　なお、この実施の形態では、賞球制御用ＣＰＵ３７１は、入力ポートを介して電源基板
からの第１の電圧低下信号（第１の電源監視手段からの電圧低下信号）を検知したが、第
１の電圧低下信号をマスク不能割込割込端子（ＮＭＩ端子）またはマスク可能外部割込端
子（ＩＲＱ端子）に導入してもよい。その場合には、ＮＭＩ処理またはＩＲＱ割込処理に
よって図２９に示された停電発生処理が実行される。よって、賞球制御用ＣＰＵ３７１が
実行するメイン処理では、ステップＳ７０４およびＳ７０６（図２４参照）の処理は不要
である。
【０１３２】
　上記の実施の形態では、電源基板９１０からの第１の電圧低下信号が主基板３１および
賞球制御基板３７の入力ポートに入力されたが、図３１に示すように、賞球制御基板３７
において、入力ポートの前に遅延回路９３６を設けてもよい。そのように構成した場合に
は、主基板３１のＣＰＵ５６が、第１の電源監視手段が電圧低下を検出したことを認識す
るタイミングは、賞球制御基板３７の賞球制御用ＣＰＵ３７１が認識するタイミングより
も早くなる。
【０１３３】
　ＣＰＵ５６および賞球制御用ＣＰＵ３７１はそれぞれ第１の電圧低下信号に応じて電源
断時処理を行うのであるが、図３２のタイミング図に例示されているように、ＣＰＵ５６
は、賞球制御用ＣＰＵ３７１よりも早く電源断時処理を開始する。すなわち、賞球制御用
ＣＰＵ３７１による賞球制御処理が停止するよりも早くＣＰＵ５６による遊技制御処理が
停止する。すると、遊技制御処理中に送出された賞球制御コマンドは、電源断が生ずると
きであっても、確実に賞球制御用ＣＰＵ３７１で受信される。賞球制御用ＣＰＵ３７１は
受信した賞球制御コマンドにもとづく賞球数をバックアップＲＡＭ領域に保存するので、
賞球数は、停電中でも保持され停電復旧後に処理される。よって、遅延回路９３６が設け
られている場合には、遊技制御手段が検出した入賞にもとづく賞球払出がより確実になさ
れる。よって、遊技者に対して不利益が与えられることをより効果的に防止できる。
【０１３４】
　また、遅延回路９３６を設けず、第１の電圧低下信号をソフトウェア的に遅延させても
よい。例えば、図２４に示されたメイン処理において、ステップＳ７０４で電圧低下を検
知したら所定のタイマをスタートさせる。そして、そのタイマがタイムアウトしたら、ス
テップＳ７０６の停電発生処理を開始する。タイマがタイムアウトするまでは、賞球制御
処理を実行する。
【０１３５】
　なお、上記の実施の形態では、揮発性記憶手段としてＲＡＭを用いた場合を示したが、
揮発性記憶手段として、電気的に書き換えが可能な記憶手段であればＲＡＭ以外のものを
用いてもよい。
【０１３６】
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　さらに、ここでは、遊技制御手段以外の他の遊技装置用制御手段として賞球制御手段を
例示したが、表示制御手段、音制御手段およびランプ制御手段についても、第２の電源監
視手段を設けてもよい。
【０１３７】
　上記の各実施の形態のパチンコ遊技機１は、始動入賞にもとづいて可変表示部９に可変
表示される特別図柄の停止図柄が所定の図柄の組み合わせになると所定の遊技価値が遊技
者に付与可能になる第１種パチンコ遊技機であったが、始動入賞にもとづいて開放する電
動役物の所定領域への入賞があると所定の遊技価値が遊技者に付与可能になる第２種パチ
ンコ遊技機や、始動入賞にもとづいて可変表示される図柄の停止図柄が所定の図柄の組み
合わせになると開放する所定の電動役物への入賞があると所定の権利が発生または継続す
る第３種パチンコ遊技機であっても、本発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の遊技盤を正面からみた正面図である。
【図３】パチンコ遊技機を背面からみた背面図である。
【図４】遊技制御基板（主基板）の回路構成例を示すブロック図である。
【図５】電源監視および電源バックアップのためのＣＰＵ周りの一構成例を示すブロック
図である。
【図６】電源基板の一構成例を示すブロック図である。
【図７】主基板におけるＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図８】初期化処理を示すフローチャートである。
【図９】２ｍｓタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図１０】遊技制御処理を示すフローチャートである。
【図１１】停電発生処理を示すフローチャートである。
【図１２】停電復旧処理を示すフローチャートである。
【図１３】バックアップパリティデータ作成方法を説明するための説明図である。
【図１４】主基板からの各制御コマンドの送出タイミング例を示す説明図である。
【図１５】遊技状態復旧処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】停電が発生した後に復旧した場合の制御状態の一例を示す説明図である。
【図１７】電圧監視手段の出力にもとづくＣＰＵの動作状態の一例を示すタイミング図で
ある。
【図１８】電源監視および電源バックアップのためのＣＰＵ周りの他の構成例を示すブロ
ック図である。
【図１９】電源監視および電源バックアップのためのＣＰＵ周りのさらに他の構成例を示
すブロック図である。
【図２０】電源監視および電源バックアップのための賞球制御用ＣＰＵ周りの一構成例を
示すブロック図である。
【図２１】賞球制御コマンドの構成例を示す説明図である。
【図２２】賞球制御コマンドのビット構成を示す説明図である。
【図２３】賞球制御コマンドデータの出力の様子を示すタイミング図である。
【図２４】賞球制御用ＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図２５】賞球制御用ＣＰＵのタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図２６】賞球制御手段におけるＲＡＭの一構成例を示す説明図である。
【図２７】賞球制御用ＣＰＵのコマンド受信処理を示すフローチャートである。
【図２８】賞球制御処理を示すフローチャートである。
【図２９】賞球制御用ＣＰＵが実行する停電発生処理を示すフローチャートである。
【図３０】賞球制御用ＣＰＵの初期化処理の一例を示すフローチャートである。
【図３１】電源監視および電源バックアップのための賞球制御用ＣＰＵ周りの他の構成例
を示すブロック図である。
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【図３２】遊技制御手段が停電発生処理を開始する時期と賞球制御手段が停電発生処理を
開始する時期との関係の一例を示すタイミング図である。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　　　パチンコ遊技機
　３１　　主基板
　３７　　賞球制御基板
　５３　　基本回路
　５６　　ＣＰＵ
　３７１　賞球制御用ＣＰＵ
　５７０　入力ポート
　９０２，９０４　電源監視用ＩＣ
　９０３，９３３　第２の電源監視回路
　９１０　電源基板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】
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